
　新型コロナ感染症による
　　社会保険の標準報酬月額の特例改定

◆標準報酬月額の特例改定
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方
で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条
件に該当する場合は、事業主からの届出により、健康保険・
厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定（４か月
目に改定）によらず、特例により翌月から改定可能となりま
した。

◆対象となる方
以下の３つの要件すべてに該当している方が対象となりま
す。
①　事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業

（時間単位を含む）させたことにより、急減月（令和２年４
月から７月までの間の 1 か月であって、休業により報酬が著
しく低下した月として事業主が届け出た月）が生じた方
②　急減月に支払われた報酬の総額（１か月分）に該当する
標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、
２等級以上下がった方
※固定的賃金（基本給、日給等単価等）の変動がない場合も
対象となります。
③　特例による改定を行うことについて、本人が書面により
同意している方
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要です

（改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金
および年金の額が算出されることへの同意を含む）。
※本特例措置は、同一の被保険者について複数回申請を行う
ことはできません。

◆対象となる保険料
令和２年４月から７月までの間に休業により報酬等が急減し
た場合に、その翌月の令和２年５月から８月分保険料が対象
となります。
※令和３年１月末日までに届出があったものが対象となりま

称は、共に進む（ともにすすむ）という言葉と、企業と障害
者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付
けられました。

◆認定事業主になるには？
障害者雇用に関する優良な中小企業への認定制度は、ポイン
ト制で実施され、下記の要件を満たす中小企業（常時雇用す
る労働者が 300 人以下の事業主）が優良な事業主として認定
されます。
①　障害者雇用への取組みなどの認定基準（※）に基づき、
50 点中 20 点以上であること
②　雇用率制度の対象障害者を法定雇用障害者数以上雇用し
ていること
③　指定就労支援Ａ型の利用者を除き、雇用率制度の対象障
害者を１名以上雇用していること
④　障害者雇用促進法および同法に基づく命令その他関係法
令に違反する重大な事実がないこと
など
※認定基準は、厚生労働省ホームページに掲載されている「障
害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度申請マ
ニュアル（事業主向け）」をご確認ください。
また、認定事業主になるための手続きや様式、必要書類は、
厚生労働省ホームページに掲載されています。

◆認定のメリット
　厚生労働大臣から認定を受けた企業は、認定マークを商品、
広告、求人票、名刺、書類などに表示することができ、障害
者の雇用の促進・安定に関する取組みが優良な企業であるこ
とを採用活動や取引先等にアピールすることができます。
また、日本政策金融公庫の低利融資の対象となることや、公
共調達で有利になることなども期待できます。
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す。それまでの間は遡及して申請が可能ですが、給与事務の
複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をし
ようとする場合はできるだけ早めの手続きが求められます。

◆注意事項
・通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なります。
⇒管轄の年金事務所に郵送、もしくは窓口へ提出します。
・通常の月額変更届・算定基礎届と様式が異なります。
⇒届書および申立書は、日本年金機構ホームページからダウ
ンロードできます。
・この特例改定の届出は、電子証明書を利用した e-Gov から
の電子申請や G ビズ ID を利用した電子申請、電子媒体によ
る申請には現時点では対応していません。
・特例改定の届出を行うか否かにかかわらず、通常の算定基
礎届の提出は変更なく必用です。

【日本年金機構のリーフレット】
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/0
1.pdf
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◆認定マークの愛称とデザインが決定
今年４月に改正障害者雇用促進法が施行され、障害者雇用に
関する優良な中小企業への認定制度（もにす認定制度）が新
たに創設されました。厚生労働省は、公募によって決定した
障害者雇用優良中小事業主認定マーク（愛称：もにす）のデ
ザインを公表しました。
　このロゴマークは、障害者を企業が丸く優しく包み込み、
多様性を受け入れ、「共に社会貢献をしていこう！」という
前向きな想いを表したキャラクターで、「もにす」という愛
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　　今月の税務と労務の手続

11 日
○　源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付
　　［郵便局または銀行］
○　雇用保険被保険者資格取得届の提出
　　＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞
　　［公共職業安定所］

31 日
○　個人事業税の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］
○　個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第２期分＞
　　［郵便局または銀行］
○　健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］
○　健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］
○　労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の
　　提出［公共職業安定所］
○　外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）
　　＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］
○　労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定
　　保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞
　　［労働基準監督署］
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